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墨田区療養資金貸付条例の一部を改正する条例（案）概要 

 

 

１ 改正の理由 

  ７０歳未満の者の入院に係る高額療養費の現物給付化が平成１９年度から

実施されたことに伴い、療養資金貸付の総件数、金額が大幅に減少している

ことから、本基金額を引き下げるほか所要の規定整備を行う。 

 

２ 改正の内容 

（１）基金額を1億２，０００万円から7，０００万円に引き下げる。 

（２）基金に過不足額が生じた場合の整理方法について規定を設ける。 

（３）所要の規定整備をする。 

 

３ 施行日 

  公布の日から施行する。 


